
平成３０年３月３０日 

 

 

全国路線網に属する高速自動車国道以外の高速道路の変更 

 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第１３条第２項の独立行政法人日本高

速道路保有・債務返済機構が指定する全国路線網に属する高速自動車国道以外の高速道路

（以下「全国路線網に属する高速自動車国道以外の高速道路」という。）について、平成

３０年３月３０日からその一部を次のとおり変更する。 

 

変更前 

一般国道２号 神戸市須磨区月見山町三丁目２２番２から同市垂水区東垂水町、同

市西区伊川谷町有瀬、同区伊川谷町別府及び明石市大久保町大窪を

経て同市魚住町清水字鳥喰下２４３９番２までの区間、神戸市垂水

区名谷町字入野６９７番２の２４から同市西区伊川谷町長坂を経て

同区伊川谷町井吹字苗代２４３番７までの区間並びに廿日市市地御

前二丁目９９５番３から同市宮内及び大竹市小方二丁目を経て同市

御園二丁目１２２４番２までの区間 

一般国道１０号 福岡県京都郡みやこ町徳永字川ノ上１９３１番１から同県築上郡築

上町大字安武を経て同町大字上ノ河内１１５０番４までの区間、宇

佐市大字山本字狐坂１１５２番から同市安心院町原を経て大分県速

見郡日出町大字南畑字札ノ辻４９１４番２までの区間、同町大字藤

原字坂本２５７７番から同町大字豊岡を経て同町大字南畑字札ノ辻

４９１４番２までの区間、延岡市伊形町２１３７番から同市土々呂

町五丁目を経て宮崎県東臼杵郡門川町大字加草字加草口４１３番３

までの区間並びに鹿児島県霧島市隼人町住吉字住吉崎２０８１番２

から同市隼人町眞孝字新西濱田３６１２番３及び同市隼人町小浜を

経て同県姶良郡加治木町反土字八幡領１４４８番２までの区間 

一般国道２４号 城陽市寺田今橋１２３番２から京都府相楽郡精華町大字下狛を経て

同郡木津町大字市坂小字水干１９番２までの区間 

一般国道４９７号 佐世保市矢岳町６４７番３から武雄市東川登町大字袴野字森ノ木１

２１２１番１までの区間 

 

  



変更後 

一般国道２号 神戸市須磨区月見山町三丁目２２番２から同市垂水区東垂水町、同

市西区伊川谷町有瀬、同区伊川谷町別府及び明石市大久保町大窪を

経て同市魚住町清水字鳥喰下２４３９番２までの区間、神戸市垂水

区名谷町字入野６９７番２の２４から同市西区伊川谷町長坂を経て

同区平野町中津字小束山１２８９番６９までの区間並びに廿日市市

地御前二丁目９９５番３から同市宮内及び大竹市小方二丁目を経て

同市御園二丁目１２２４番２までの区間 

一般国道１０号 福岡県京都郡みやこ町徳永字川ノ上１９３１番１から同県築上郡築

上町大字安武を経て同町大字上ノ河内１１５０番４までの区間、宇

佐市大字山本字狐坂１１５２番から同市安心院町原を経て大分県速

見郡日出町大字南畑字札ノ辻４９１４番２までの区間、同町大字藤

原字坂本２５７７番から同町大字豊岡を経て同町大字南畑字札ノ辻

４９１４番２までの区間、延岡市石田町２９７３番２５から同市

土々呂町五丁目を経て宮崎県東臼杵郡門川町大字加草字加草口４１

３番３までの区間並びに鹿児島県霧島市隼人町住吉字住吉崎２０８

１番２から同市隼人町眞孝字新西濱田３６１２番３及び同市隼人町

小浜を経て同県姶良郡加治木町反土字八幡領１４４８番２までの区

間 

一般国道２４号 城陽市寺田今橋１２３番２から京都府相楽郡精華町大字下狛を経て

奈良市歌姫町１８６５番２までの区間並びに奈良市歌姫町１８６５

番２から大和郡山市横田町１３７７番４までの区間 

一般国道４９７号 長崎県北松浦郡佐々町沖田免字四ツ井樋前９５番から武雄市東川登

町大字袴野字森ノ木１２１２１番１までの区間 

 

また、平成３０年３月３０日から次の表の左欄に掲げる路線名の高速道路の同表の右欄

に掲げる区間を全国路線網に属する高速自動車国道以外の高速道路より削る。 

一般国道１１号 さぬき市津田町鶴羽字中谷２０７４番１から同市末を経て香川県木

田郡三木町大字池戸字穴田１７０５番３までの区間 

 

 

 


